
 

6月は違法な不用品回収業者撲滅月間です。 

家電リサイクル対象製品（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）を廃棄する場合は、購入した店舗または

兵庫県電機商業組合加盟店にご相談ください。 

小型家電（上記 4品目以外）は小型家電収集日に分別し排出してください。 

 

 

 

問合先 環境課 TEL 42-8719  


